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日 新 病 院 【重要事項説明書】 （介護予防）通所リハビリテーション 

＜2024 年 6 月 １日 より＞ 

 

１． サービス内容に関する苦情相談窓口 

（１）介護予防通所リハビリテーションに関するご相談、ご要望、苦情等は下記窓口までご連絡下さい。 

利用者相談窓口 

担当者 担当者 穴原和夫 

電話番号 ０２７７－３０－３６７２ 

対応時間 月～金曜日 （ 9:00 ～ 17:00） 

 

（２）当事業所以外にも相談、苦情を申し出ることが出来ます。 

・ 群馬県国民健康保険団体連合会 

住 所 ： 群馬県前橋市元総社町３３５－８ 

電 話 ： ０２７－２９０－１３２３     受 付 ： 月曜日 ～ 金曜日  ９：００ ～ １７：００ 

・ 栃木県国民健康保険団体連合会（介護保険課介護サービス担当） 

住 所 ： 栃木県宇都宮市本町 3 番 9 号 栃木県本町合同ビル 6 階 

電 話 ： ０２８－６４３－２２２０     受 付 ： 月曜日 ～ 金曜日  ８：３０ ～ １７：００ 

・ 群馬県桐生市役所 内線：５５６（長寿支援係）３９１（介護管理係）３９２（介護審査・給付係） 

住 所 ： 群馬県桐生市織姫町 1 番 1 号 

電 話 ： ０２７７―４６－１１１１（直通） 受 付 ： 月曜日 ～ 金曜日  ８：３０ ～ １７：１５ 

・ 群馬県みどり市役所（笠懸庁舎） （介護高齢課 直通） 

住 所 ： 群馬県みどり市笠懸町鹿２９５２ 

電 話 ： ０２７７－７６－０９７４     受 付 ： 月曜日 ～ 金曜日  ８：３０ ～ １７：１５ 

・ 群馬県太田市役所（介護サービス課） 

住 所 ： 群馬県太田市浜町２－３５ 

電 話 ： ０２７６－４７－１８５６     受 付 ： 月曜日 ～ 金曜日 ８：３０ ～ １７：１５ 

  ・ 栃木県足利市役所 （介護保険課） 

住 所 ： 栃木県足利市本城 3 丁目２１４５番地 

電 話 ： ０２８４－２０－２１３６     受 付 ： 月曜日 ～ 金曜日 ８：３０ ～ １７：１５ 

 

２ （介護予防）通所リハビリテーション事業の目的・方針 

（１） 目的 

要支援または要介護状態にある者に対し、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように 

（介護予防）通所リハビリテーションを行うことにより心身の機能の維持回復を図ることを目的とします。 

 

（２） 運営方針 

①当（介護予防）通所リハビリテーションでは、居宅サービス計画書（ケアプラン）にそった（介護予防）

通所リハビリテーション計画に基づいて、必要なリハビリテーションを行い利用者の心身の機能維持を図

り居宅での生活が維持できるように在宅ケアの支援に努めます。 

②居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と連携をはかり総合的サービ

スを受けることができるように努めます。 



 2 

 

３ （介護予防）通所リハビリテーション事業所の概要  

（１） 事業所名称および事業所番号 

事業所名 医療法人 山育会 日新病院  

所在地 桐生市菱町３丁目２０６９－１ 

連絡先 電話： ０２７７－３０－３６６０（代）  

０２７７－３０－３６７２（直通電話） 

FAX： ０２７７－３０－３６６１ 

事業所番号 １０１２４１０５４２ 

管理者の氏名 医師 石川 博 

 

（２） 職員体制 

資格 常勤 非常勤 

管理者（医師） １名  

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 2 名以上  

 

（３） （介護予防）通所リハビリテーションの実施地域 

   桐生市（黒保根町、新里町を除く） 

   ※実施地域でない場合でもご希望の方はご相談ください。 

 

（４） 営業日 

営業日（祝祭日および 12 月 30 日～１月 4 日は休業） サービス提供時間 

1 単位目 月曜日～土曜日 9:00 ～ 12:00 

2 単位目 月曜日～金曜日 13:00 ～ 17:00 

 

（５） 利用定員   利用定員 10 名 

 

４ サービス内容 

（介護予防）通所リハビリテーションの内容 

① リハビリテーション 

② 健康チェック 

③ 送迎（利用者の希望があり、当事業所から車で 20 分以内の場合） 

④ その他利用者に対する便宜の提供 
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５ 費用 

（１）介護予防通所リハビリテーション  一月につき(介護保険給付１割負担の場合)    単位：円 

 

 

 

 

 

 

 

別途料金  

      

 

（２）通所リハビリテーション １日につき(介護保険給付１割負担の場合)    単位：円 

 

 別途料金  

リハビリテーションマネジメント加算 

（リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価

し、必要に応じて見直している場合） 

利用開始から 6 か月以内  560 円 一月 1 回

利用開始から 7 か月以降  240 円 一月 1 回 

短期集中個別リハビリテーション実施加算 

（通所・退院日または新たに要介護認定を受けた日から

３か月以内） 

110 円    １日につき 

送迎減算（送迎を利用しない場合） ▲47 円   片道につき 

 

（３） 介護保険外費用   

利用者の希望に基づいて事業所がオムツ等の生活用品や材料を用意した場合、実費を頂きます。 

 

（４） 利用料等の支払い方法 

    当月分の請求を、翌月５日以降に請求致します。 

   銀行からの引き落としによって、お支払いいただきます。引き落とし完了後、領収書を発行致します。 

窓口で現金払いをご希望の方はご相談ください。 

※ 保険料の滞納等により、事業者に直接保険給付金が支払われない場合には、利用者が利用料（１０割）

をお支払い頂き、サービス提供証明書と領収書を発行いたします。その後各市町村の窓口に提出すること

で、差額の払い戻しを受けることができます。 

 

 

 

要支援１   利用開始から 12 か月以内 2268 円 

要支援１   利用開始から 13 か月以降 2148 円 

要支援２   利用開始から 12 か月以内 4228 円 

要支援２   利用開始から 13 か月以降 3988 円 

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1 時間以上 2 時間未満 369 円 398 円 429 円 458 円 491 円 
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６ サービスの利用方法 

（１） 通所リハビリテーションの利用について、主治医の了承を得てください。 

（２） 介護支援専門員（ケアマネ）を含めてサービス担当者会議を行い、利用日時を決定します。 

（３） すでにケアプランが作成されている場合は、ケアプランに基づきサービス開始します。 

（４） サービス開始から 2 週間以内に、リハビリテーション計画の見直しを行います。 

（５） サービス開始から 1 か月以内にご自宅を訪問し、身体状態・生活状況・家屋状況を調査します。 

 

７ サービス利用の中止 

（１） 利用者が、健康上の理由などによりサービスを中止する場合は、すみやかにご連絡ください。  

（２） 感染症の疑いがある場合は、サービスの提供をお断りすることがあります。 

（３） ご利用中に体調が悪くなった場合、また緊急を要する場合は、サービス内容を変更または中止する

ことがあります。その場合、ご家族に連絡の上適切に対応します。 

必要に応じて速やかに当院の医師、またはかかりつけ医に連絡をとる等の措置を行います。 

 

８ サービスの終了 

  次の場合、文書で通知することにより直ちにサービスを終了することが出来ます。 

（１） 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

    ・事業者が正当な理由無くサービスを提供しない場合 

    ・事業者が守秘義務に反した場合 

    ・事業者が利用者または家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

    ・事業者が破産した場合 

（２） 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

    ・利用者のサービス利用料金の支払いが１ヵ月以上遅延し、料金を支払うよう催促した日より１０日

以内に支払われない場合 

・利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、またはサービスが利用できな

い状態であることが明らかになった場合 

    ・利用者が事業者や他の利用者に対し契約を継続し難いほど背信行為を行った場合 

    ・リハビリテーション効果の評価を行い、サービスを継続する意義が消失したと考えられる場合であ

って、利用者と事業者の合意があった場合 

 

（３） 以下の場合、自動的にサービスを終了します。 

・利用者が要支援または要介護認定を受けられなかった場合 

・利用者が介護保険施設に入所した場合 

・利用者から契約終了２週間前までに解約届が提出された場合 

・利用者が死亡した場合 

 

９ 緊急時の対応 

サービスの提供にあたり、事故、体調の急変等が生じた場合は、速やかに利用者の家族、主治医、救急機関

等に連絡します。 
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１０ 事故発生時の対応 

（１） 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族に連絡し、必要な措置を講

じます。 

（２） 当事業所は、前項の事故に対し記録・保管し、再発の予防に努めます。 

（３） 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに賠償を行います。 

※ 当事業所は、団体の損害賠償保険に加入しております。 

 

１１ 非常災害時の対応 

（１） サービス提供時、非常災害が生じた場合は、関係機関への通報及び連携を行い非難、救出その他必

要な対応を行います。 

（２） 従業者は、常に災害防止と安全確保に配慮し、毎年２回災害対策訓練を実施します。 

 

１２ 当法人の概要 

      法 人 名 称         医療法人  山育会 

      代 表 者 役 職 ・ 氏 名         理 事 長  山口 典利 

      本部所在地・電話番号         群馬県桐生市川内町２丁目２８９－１ 

                                   TEL ０２７７－６５－９２５６ 

 

１３ 個人情報の利用目的 

（１） サービスの申し込み及びサービスを通じて収集した個人情報が､諸記録の作成、利用者およびその

家族へのサービス提供および状態説明に必要な場合 

（２） サービスの提供に関することで、第三者への個人情報の提供を必要とする場合 

主治医の所属する医療機関、連携医療機関、連携居宅サービス事業所や居宅介護支援事業所からの利用者

およびその家族のサービス等に関する照会への回答、サービス担当者会議など 

（３） サービスの提供に関すること以外で以下のとおり必要がある場合 

介護保険請求事務、保険者への相談・届出・照会の回答、会計・経理など 

損害賠償保険などに係わる保険会社への相談または届出 

（４） 利用期間 

サービス提供期間とします。 

（５） 個人情報の保護 

   収集した利用者およびその家族の個人情報は、保存方法、保存期間及び廃棄処分については、適用され

る法律のもとに管理を行います。 

 


